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戦前障害者改築の盤威  

…視覚障害者教簡政策の田韓段戟…  

金 蘭 九＊  

要  旨   

本稿の目的は、日本と韓国の視覚障害者教育政策の歴史的変遷を整理、比較研究し、障害  

者福祉政策のための1つの方向性を提示することにある。  

また、本稿では、日本における視覚障害者教育政策の史的展開と韓国における視覚障害者  

教育政策の史的展開の、大きく2つに分けて考察を続けた。まず、日本における視覚障害者  

教育政策の史的展開は、盲学校の誕生、盲教育制度、教育方法の変遷、普通科重視の教育な  

どの内容である。次に、韓国における視覚障害者教育政策の史的展開ほ、摂生院の設立、盲  

教育制度、教育方法の変遷、ソウル盲学校などがその内容である。  

キ桓ワ匝ド：障害者政策、日韓比較、視覚障害者、教育政策、盲学校  

1 はじめに   

近年、障害者教育の促進は、障害者の教育  

の保障や社会統合の重要性についその社会的  

認識と、肥大化する社会保障支出に対応する  

政策上の必要性の高まりを受けて、各国共通  

の政策課題として、より一層重要視されるよ  

うになった。現下、日本では、障害者教育の  

問題が政策の重要な課題として注目されてい  

る。 このような傾向は、韓国も同じであるが、  

韓国を語る際、そこには常に諸外国との根本  

的な違いが存在する。その違いとは、今日の  

韓国社会の根底にほ、1910年（明治43年）8  

月29日の日韓併合（－）以降展開された、日本  

帝国主義（以下、日帝と略す）時代36年間の  

比重が非常に大きいということである。そこ  

で、韓国社会の今後の動向を把握するために  

は、まずその分野における日韓両国の比較研  

究が不可欠であろう。   

先行研究としては、韓国の障害者教育に絞  

った論文に、憤英弘の「日本の植民地下にお  

ける社会事業と障害者問題」（『障害者問題研  

究』36号、全国障害者問題研究会、1984年）  

と、自南中の「日帝時代の障害者福祉教育に  

関する考察」（韓国中央大学校大学院、2000  

年）などがある。   

しかし、両者の研究はそれぞれの特色があ  

るものの、あくまでも韓国初期の障害者教育  

の大枠を把握することに主眼が置かれてい  

る。したがって、障害者教育政策の日韓比較  

を中心に扱った論文は殆どないと言っても過  

言ではなく、その実態も明らかではない。   

このような問題意識に基づき、本稿では、  

日本の視覚障害者教育政策の歴史的変遷と、  

当時日本の支配下にあった韓国の視覚障害者  

教育政策の歴史的変遷を主に振り返ってみる  

ことにする。本稿の構成と力点は、以下の通  

りである。  

（1）研究の目的及び意義   

本稿の目的は、日本と韓国の視覚障害者教  

育政策の歴史的変遷を整理、比較研究し、両  
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国の障害者政策のための1つの方向性を提示  

することにある。とくに、本稿は、歴史主義  

接近方法に依存し、できるだけ正確な史的記  

述に心がけた。そのため、本稿の史的記述の  

詳細さは、それ自体としても大きな意義を見  

出すことができる。  

（2）研究の方法及び内容   

本稿では、とくに視覚障害者教育分野を取  

り上げ、可能な限り一般論ではなく、障害者  

政策の具体像を把握しようと努めた。そのア  

プローチのため、本稿では、文献調査による  

資料分析方法を採った。つまり、日本及び韓  

国における視覚障害者教育分野に関する諸文  

献の分析を行うなど、当時の原資料と従来の  

研究成果などに基づき事実関係を確認し、実  

証的に分析した。   

また、本稿では、日本における視覚障害者  

教育政策の史的展開と韓国における視覚障害  

者教育政策の史的展開の、大きく2つに分け  

て考察を試みた。まず、日本における視覚障  

害者教育政策の史的展開は、盲学校の誕生、  

盲教育制度、教育方法の変遷、普通科重視の  

教育などの内容である。次に、韓国における  

視覚障害者教育政策の史的展開は、済生院の  

設立、古教育制度、教育方法の変遷、ソウル  

盲学校などがその内容である。   

では、日本の場合、盲唖者教育（2）はどの  

ように成立し、またどのように展開されてき  

たのか。以下、主に明治時代の視覚障害者教  

育から見てみよう。  

曲などによって、また村落共同体の中で何と  

か生活を維持してきた人たちが、封建体制が  

崩れたことによって、村落共同体に留まるこ  

とができず、都市に出て貧民窟に流れ込むよ  

うなこともあった。1871年（明治4年）9月  

2日、「文部省」が設置された。同年9月、  

山尾庸三が「盲唖学校ヲ創立セラレンコトヲ  

乞フノ書」（盲学校・聾学校に関する建白書）  

を太政官に提出した（3）。   

同年11月3日、太政官布告によって、当道  

座などの盲人保護の慣行が廃止された。封建  

諸制度撤廃による盲官廃止令は、盲人保護と  

は言えなかった。というのは、鍼治、按摩な  

どの職を持っていた盲人は何とか生活してい  

たが、職を持たない盲人は貧困化し、また貧  

困ゆえに眼病で失明するという現実もあった  

からである。   

このような状況の中、一部の識者により盲  

児への学校教育の必要性が強調された。1872  

年（明治5年）8月3日、「学制」が頒布され、  

その際「廃人学校アルへシ」と規定され、主  

として民間の盲聾学校であったが、この規定  

による学校が成立した。  

1877年（明治10年）12月15日、愛媛県の士  

族である遠山憲実が「盲唖訓学設立ヲ促ス建  

議意見書」を京都府知事に提出した。また、  

慈善思想と国民連帯思想による民間連動く4）  

が地方当局の教育政策と一体になり、1878  

（明治11）年5月24日、京都府に盲唖院が設  

立された。このように、日本の近代的・組織  

的な視覚障害者教育の開始は、京都盲唖院の  

開設から始まった。しかし、京都盲唖院は、  

開校後1年足らずの1879年（明治12年）4月、  

京都府にその道営権が移管され、ただちに  

「京都府立盲唖院」と改称された。   

同年9月29日、文部省ほ「学制」を廃止す  

る代わりに「教育令」を制定し、そこに義務  

教育の規定を明確化した。同年11月、大阪府  

2 日本における視覚障害者教育政策の史的  

展開  

（1）盲学校の誕生  

1866年（慶応2年）、福沢諭吉は『西洋事  

情』の中でヨーロッパの盲院・唖院・痴児院  

を紹介している。また、1868年（明治元年）  

の明治維新以前、鍼治、按摩や高利貸業、音  
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が模範盲唖学校を設立したが、翌年廃校する  

に至った。また、これを有志が相図ってその  

後12年間継続したが、経営難のため、結局閉  

鎖した。   

京都府立盲唖院では、初期は普通課のみを  

設置し、8歳以上20歳以下の盲児を教育させ  

た。1880年（明治13年）9月には普通科以外  

に専修科を設置して就学期間を5年にし、古  

生には音曲科、鍼按科、紙撚朋工科の3個学  

科を兼修させ、職業教育が始められた。   

また1884年には、京都府立盲唖院の編制と  

教科を変更して、普通科（6年）と専修科  

（5年）の2科に分けた。そこで、普通科では  

修身、読書、習字、算術、地理、歴史、博物、  

裁縫、体操、唱歌などを教え、専修科は音曲  

と鍼按術の2科を置いた。   

さらに、1875年（明治2年）5月22日に、イ  

ギリス人宣教医ヘンリ・ホールズ（H．Faulds）・  

アメリカ人宣教師ボルシヤルト・古川正雄・  

津田仙・中村正直・岸田吟香など、文明開化  

を推進した当時有数の知識人6人が東京府に  

訓盲所（5）設立の目的で「楽黄昏」を組織し  

た。   

同年6月19日、古川正雄らが「訓盲所取立  

度建言書」を東京府知事に提出した。また、  

翌年の1876年（明治9年）2月27日には、古川  

正雄らが東京府知事に訓盲所取建資金に関す  

る嘆願書を提出した（6）。そこで、◆同年3月15  

日、訓盲所（楽善合訓盲院）の設立が東京府  

より認可された。さらに、同年12月22日、訓  

盲所設立に東京府を経て、金3千円が下賜さ  

れた。   

その後、1879年（明治12年）12月、東京府  

築地3丁目に楽葺合訓育院の校舎が落成し、  

1880年（明治13年）1月5日、創立メンバー  

であるホールズらほ東京府に「楽善合訓盲院」  

を正式に設立、開校した。   

同年2月13日、楽善曾訓盲院は授業を開始  

し、育児を教育し始めた。また、同年5月、  

楽善禽訓古院規則が定められた。1881年（明  

治14年）10月1日には、挙曲と鍼接が正課と  

され、同年11月1日、楽善合訓盲院は、按  

摩・導引・鍼治の職業教育を開始した。1884  

年（明治17年）5月26日、楽章合訓盲院ほ、  

「訓盲唖院」に改称された。   

このように、ようやく盲学校は設立された  

が、その運営は若しかった。というのは、大  

多数の盲人は前近代的な師弟制度の下で、師  

匠からの不当な扱いに耐えながら授業を受け  

ていたからである。つまり、せっかく盲学校  

はつくられたものの、当時盲学校に通える盲  

人はごくわずかな人数であるため、訓盲唖院  

はまもなく経済的な困難に陥った。そこで、  

1885年（明治18年）10月、当時楽善曾会長の山  

尾庸三らは仕方なく訓盲唖院直轄願（移管申  

請）を文部省に提出した。それがきっかけで、  

同年11月21日、訓盲唖院は最終的には文部省  

直輪学校となった（7）。また、その関係で、  

同年12月4日、文部省総務局には「訓盲唖院  

掛」が置かれた。   

翌年の1886年（明治19年）4月10日、小学  

校令が公布された。／ト学校令には義務教育制  

度の確立と共に、且つ就学義務の猶予につい  

ても初めて規定された。さらに、同年7月19  

日、訓盲唖院規則が制定された。そこで、古  

生の尋常科では国語・算術・講談および体操  

を、技芸科では音楽および按摩を教授した。  

そして、1887年（明治20年）10月5日、文部  

省の告示により、訓盲唖院は東京盲唖学校に  

改称された。   

また、続いて1889年（明治22年）には、眼  

科医の浅水十明によって横浜に鍼治揉按医術  

講習学校が開設され、アメリカ人のC・P・  

ドレーバーによって横浜福音倉が創設され  

た。1891年（明治24年）には、新潟県高田町  

で私立訓憬学校の設立が認可された。これは、  
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眼科医の大森隆碩によって組織された訓盲談  

話会の発展した姿である。同年、青森県の八  

戸では、盲人の永洞清吉らが東奥盲人教養教  

訓会を結成し、盲人のための特殊教育を行な  

った。1893年（明治26年）には、長野県で盲  

人有志による私立松本訓盲院が誕生した。翌  

1894年（明治27年）には、イギリスの宣教師  

A・F・チャペル、森巻耳らによって岐早聖  

公会訓盲院が創設された。   

このように、眼科医や外国人宣教師、ある  

いは鍼按などに従事している盲人などの篤志  

家によって、小規模ながら全国各地に盲唖学  

校が開設されていったのは、明治20年代にな  

ってからのことである。また、この時期に創  

設された学校は10校足らずであった（8）。  

その後、1905年（明治38年）、岡山県下の  

小学校において、百児・聾児を就学させるこ  

とになった。1906年（明治39年）、日本全国  

で盲唖学校が33校となり、聾学校を合わせて  

38校となった。同年10月23日、東京府・京都  

府・大阪府の3か所の盲唖学校の校長が、盲  

唖学校の義務制と盲唖教育の分離など、府県  

立の盲・聾唖学校の設置準則について文部大  

臣に建議した。   

その際、1907年（明治40年）3月21日、小  

学校令が改正され、尋常小学校の年数が6年  

に延長された。同年4月17日、文部省は、各  

府県師範学校の付属小学校に盲人・唖人・ま  

た心身不完全な児童のため、「できるだけ特  

別学級を設けるように ・」という内容の訓  

令を出した。それを受けて、徳島などの師範  

学校付属小学校に「盲唖学級」が設置された  

が、1909年（明治42年）の文部省年報による  

と、盲唖学校を1校も設置していない府県は  

16県に至っている。   

また、1907年（明治40年）5月11日、「第  

1匝卜全国盲唖学校教員大会」が東京盲唖学校  

で開かれ、盲唖教育令の公布・盲唖教育の兼  

務制及び盲唖教育の分離などを文部大臣に建  

議した。それを受けて、1909年（明治42年）  

4月16日、文部省は東京盲唖学校を分離し、  

東京盲学校を設置した。また、その後の1910  

年（明治43年）11月15日、文部省は「東京盲  

学校規定」を定め、東京盲唖学校時代の教員  

練習科を改め、師範科を置いた。1913年（大  

正2年）、日本国内の盲唖学校は63か所に達し  

た。このように、盲児および聾唖児を対象に  

した盲Ⅰ亜学校の形態は、1923年（大正12年）  

頃まで続くことになった。  

1923年（大正12年）8月28日、文部省は、  

「盲学校及び聾唖学校令」を制定し、盲学枚  

と聾唖学校を正式に分離し、普通教育を基盤  

として且つ生活に必要な特殊な知識や機能を  

（2）盲教育制度  

1890年（明治23年）10月6日、小学校令が  

改正・公布され、盲唖学校の設置・廃止に関  

する事項などが定められた。また、就学義務  

の免除についても規程された。しかし、市町  

村が盲唖学校を設立しうるという規定はある  

ものの、それらの効果は殆どなかった。続く  

明治30年代には、30校近い盲唖学校が開設さ  

れた。これらは、いずれも私立の学校であり、  

しかもその多くは、盲人と聾唖者を共学させ  

る盲唖学校であった。   

その際、1899年（明治32年）7月21日、束  

京盲唖学校校長の小西信八は、「盲・聾分離  

についての意見書」を文部大臣に提出した。   

また、1900年（明治33年）に改正された小  

学校令では、幼稚園と同様、「盲唖学校を小  

学校に付設することができる」という規定が  

定められた。しかし、宮城県・長野県・岡山  

県の各県下で特別学級を設けるなど、その実  

規へ向けて積極的な試みは行なわれたもの  

の、盲唖学校が小学校に併設された例は全く  

なかった（9）。  

一142－   



TheJournalofKyushuUniversity ofNursiIlgandSocialWelfareVol．5No．1Mar・2003  

教えるよう、道府県に盲学校と攣晩学校の設  

置を義務化した。   

そこで、「盲学校及び聾唖学校令」制定の  

最大の意義は、盲学校と聾唖学校を分離し規  

定した事である。具体的には、東京府では既  

に1909年（明治42年）に盲聾分離が成立し、  

束京盲学校と東京聾唖学校が誕生していた。  

また、束京府と並んで盲教育に関して歴史と  

伝統のある京都府では、1925年（大正14年）  

に京都盲唖院を、京都市立盲学校と京都市立  

聾唖学校に分離した。しかし、その他の既設  

の盲唖学校では、新たに1校を新設して盲陳  

分離を実現するのは極めて難しかった。とい  

うのは、以後昭和10年代までに盲唖分離が成  

立したのは、全国で6校にすぎず、多くの学  

校は、第2次世界大戦彼の就学義務削実施の  

時期まで待たなければならなかったからであ  

る。   

また「盲学校及び聾唖学令」のもう1つの  

意義は、全国の道府県に盲学校・聾唖学校の  

設置を義務づけたことである。この規定によ  

って、私立の盲学校や聾唖学校が公立に移管  

された例は多く、1924年（大正13年）から  

1946年（昭和21年）までに道府県立に移管さ  

れた私立学校は37校にのぼっている。また、  

この期間に、市立学校に移管された私立学校  

は、5校であった。   

このように、「盲学校及び聾唖学校令」は  

道府県に盲学校と聾唖学校の設置義務を課  

し、その教育内容も他の小・中学校並みとす  

る点など、視覚障害者教育に一時代を画する、  

実に画期的な内容と言えよう。   

ここで、盲教育開始50周年を祝った1925年  

（大正14年）頃の盲学校の数をみると、国立  

1校、公立25校、私立47校の計73校であった。  

この数は、1944年（昭和19年）には、国立1  

校、公立55校、私立21校となり、公立化の進  

展がみられる（－0）。また、1988年（昭和63年）  

度における全国の盲学校は69校で、そのうち  

国立大学の附属盲学校が1校、都道府県立校  

は63校、市立学校は3校、私立学校は2校であ  

る。さらに、2000年（平成12年）現在の盲学  

校の数は71校である。すなわち、現在の盲学  

校数の71校という数は、すでに大正期に達成  

されていたと言えよう。また、聾学校を併設  

している盲学校は1校もない。ただ、盲学校  

長が聾学校長を兼務している学校は2校あ  

る。これは、古攣分離のなごりと言える。  

（3）教育方法の変遷   

フランスの盲人であるルイスプライユ（Louis  

Braille1809年】1852年）（11）の点字（12）が日  

本語に翻訳される以前の視覚障害者教育は、  

京都府でも東京府でも凸字を用いた教育であ  

った。凸字というのは，漢字や片仮名の字画  

をそのまま突起させた文字である。一般の教  

科書『小学読本』などが、そのまま凸字の教  

科書として製作されていた。これは、きわめ  

て手間のかかる作業であった。   

京都府立盲唖院の古河太四郎は、そうした  

問題点を改善すべく、文字や数字の符号化を  

はじめ、教材や指導法に創意ある工夫を試み  

ていた。その中には、現在の視覚障害者教育  

にそのまま生かせる考案も少なくなかった。   

また、石川倉次（13）ら東京盲唖学校の教職  

員と生徒の努力によって、点字が日本語に悉羽  

案されたのは、1890年（明治23年）のことで  

ある。点字の翻案は、凸字による視覚障害者  

教育を一変させた。点字は仮名文字と同じ表  

音文字であるため、読み書きがきわめて容易  

になったのである。しかしその一方で、日本  

語には欠くことのできない漢字・漢語（熟語）  

についての教育が急速に衰退してしまった。  

そして、そうした状況が、第2次世界大戦後  

まで続くのである。   

盲学校用点字教科書が発行されるようにな  
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ったのは明治30年代の後半（1900年代初頭）  

で、『尋常小学国語読本』など一般の国定教  

科書をそのまま点訳したものである。また、  

文部省は、独自で編纂した『盲学校初等部国  

語読本』を、1929年（昭和4年）に発刊した。  

のは、1947年（昭和22年）のことである。ま  

た、盲学校など特殊教育諸学校の学習指導要  

領は、これに遅れることほぼ10年である。つ  

まり、盲学校小学部・中学部学習指導要領が  

制定されたのは1957年（昭和32年）であり、  

盲学校高等部学習指導要領が制定されたのは  

1960年（昭和35年）のことである。  

1973年（昭和48年）に改訂された盲学校高  

等部学習指導要領では、5年制の職業課程が  

廃止され、専攻科3年課程に組み替えられた。  

これが、いわゆる現行盲教育制度の発足であ  

る。さらに、この時点で、全日制普通高等学  

校に準ずる高等部普通科の課程が、日本の盲  

学校高等部本科の主流となった。   

（4）普通科重視の教育  

1887年（明治20年）前後の盲唖学校は、尋  

常科5年の上に技芸科と呼ばれる職業課程が  

置かれていた。当時の生徒には過年児が多く、  

普通科の兼修を建前としていたが、按摩専修  

を希望する盲人が多かったという。また、こ  

の兼修制は、大正時代まで続くことになる。  

1923年（大正12年）8月28日、文部省が制  

定した「盲学校及び聾唖学校令」では「盲学  

校ハ盲人二普通教育ヲ施シ」と策定し、明確  

に普通教育を重視した規定になっている。こ  

の盲学校令に基づき、盲学校は初等部6年、  

中等部4年の授業年数が定められ、中等部に  

は普通科・音楽科および鍼接科が置かれるこ  

とになった。また、この制度は、第2次世界  

大戦後の就学義務制施行の時期まで継続され  

た。   

第2次世界大戦が終結し、戦後の教育改革  

によって、視覚障害児の就学義務削が実施さ  

れることになったのは、1948年（昭和23年）  

のことである（川）。   

同年からの就学義務制施行によって、盲学  

校にも義務教育課程の小学部と中学部が設置  

されることになり、職業課程は高等部に移さ  

れた。この高等部課程は、一般の職業高等学  

校に準ずるもので、高等部本科3年の上に専  

攻科2年を置く、5年課程であった。また、普  

通高等学校に準ずる普通科課程が盲学校の高  

等部に設置されるようになるのは、昭和30年  

代の後半になってからである。   

そこで、戦後の教育改革で一般小学校・中  

学校・高等学校の学習指導要領が制定された  

以上、日本における視覚障害者教育政策の  

史的展開を見てみた。では、韓国の場合、視  

覚障害者教育はどのように成立し、またどの  

ように展開されてきたのか。以下、主に朝鮮  

総督府済生院時代の視覚障害者教育から見て  

みよう。  

3 韓国における視覚障害者教育政策の史的  

展開  

（1）済生院の設立  

1905年（明治38年）12月、日本は朝鮮に韓  

国統監府を設置した。初代統監は、伊藤博文  

である。当時の朝鮮における孤児養育、障害  

者厚生施設は、僅かに外国人が布教の傍ら経  

営している（15）2・3か所を数える他、朝鮮  

人の事業としては1906年（明治39年）2月に  

設立した京城孤児院が唯一であった。この京  

城孤児院は、朝鮮人李？和の創始で当時91名  

の孤児を収容していたが、1910年（明治43年）  

2月、当時の京城府（今のソウル特別市）が  

官権で京城孤児院を強制的に収容した。   

日韓併合の後、日本は大韓帝国を朝鮮と改  

称し、京城府に朝鮮総督府を設置した。初代  
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43号により「朝鮮総督府済生院官制」（全文  

7条）（17）を制定・公布し、同年4月1日か  

ら施行された。   

また、同日、「朝鮮総督府済生院官制」と  

共に、「朝鮮医院及び済生院特別会計法」（法  

律第6号）も公布された。同法第1条の内容  

は、次の通りである。   

総督は、寺内正毅である。ところで、日韓併  

合以後、いわゆる日帝の植民地政策で、朝鮮  

の人々の生活は総体的な貧困状態に到達し  

た。とくに、政治的混乱と列強の経済的な搾  

取によって、従来の教育・職業・各種の福祉  

制度は有名無実になった。そのような状況の  

中、同年9月、朝鮮総督府官制（勅令第354  

号）が公布され、救他慈善事業に関する事務  

は朝鮮総督府内務局地方課の所管になった。  

その際、日本の皇室より朝鮮に臨時恩賜金3  

千万円（1，739万8千円を授産・教育・救済の  

資金として12府317郡に配与）が渡された。  

続いて、1911年（明治44年）、孤児の養育基  

金として、日本の臨時恩賜金より50万円が朝  

鮮総督府に渡された。そこで、朝鮮総督府は、  

京城府が官権で既に1910年（明治43年）2月  

に強制的に収容した京城孤児院の事業を土台  

にし、同年6月21日、「朝鮮線督府済生院規  

程」（朝鮮総督府令77号、全文8条）を制定  

した。さらに同年8月22日、「朝鮮線督府済  

生院規程」の改正（第1条の中「療癒着」ノ  

下ニ「其ノ他病者」ヲ加フ〈朝鮮総督府府令  

93号〉）で、朝鮮総督府済生院は孤児の養育、  

盲唖者の教育及び精神病者救済の事業を行な  

うこととなった。その際、同年9月1日、「朝  

鮮教育令」（勅令第229号）（16）の制定があっ  

た。  

1912年（明治45年・大正元年）、朝鮮総督  

府は韓国全域に「朝鮮教育令」を実施する傍  

ら、同年2月には、朝鮮線督府済生院医療部  

を設置した。以降、朝鮮総督府は京城府に朝  

鮮総督府医院を、各道に道慈恵医院を開設し  

た。続いて、同年3月12日、「朝鮮医院及び  

済生院特別会計法」案の政府提出が行なわれ  

た。ここで、朝鮮医院といわれるものは、い  

うまでもなく、上述した京城府の朝鮮総督府  

医院及び各道の道慈恵医院を総括するもので  

ある。同年3月27日、朝鮮総督府は、勅令第  

朝鮮線督府医院、朝鮮総督府道慈医院及朝  

鮮線督府済生院ノ会計ハ之ヲ通シテーノ特別  

会計トシ資金ヲ有シ政府支出金、資金ヨリ生  

スル収入、院収入、寄付金ソノ他ノ収入ヲ以  

テ其ノ歳出こ充ツ。   

これによって、従来の朝鮮線督府済生院は  

その経営方法を変更し、自ら事業の資金を有  

するに留まり、その財産より生じる収入全て  

を朝鮮総督府の特別会計に寄付し、事業は全  

て朝鮮総督府済生院として、経営を朝鮮総督  

府に委任することになった。   

また、1912年（明治45年）4月1日、「朝  

鮮総督府済生院事務分掌規程」（朝鮮総督府  

訓令44号）が制定され、朝鮮総督府済生院に  

は養育部及び医療部を置くこととし、同日か  

ら施行された。   

同年12月、朝鮮組督翻斉生院は新しく盲・  

聾唖に対する厚生事業のために盲唖部の設置  

を試み、当時養育部が使用していた京城府西  

大門外建坪376坪あまりの旧養育部建物に大  

修繕を加え、盲唖生教育事業の開始を準備し  

た。朝鮮総督府済生院盲唖部は、1913年（大  

正2年）4月1日、新学期の授業を始めた。  

（2）盲教育制度   

朝鮮総督府済生院盲唖部は、1913年（大正  

2年）4月1日、新学期の授業を始めた。こ  

れによって、朝鮮総督府済生院は「盲唖者」  

という一部の障害者だけではあったが、雷雲  
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速成科も設けられた（－9）。授業日数と毎週の  

授業時間の数ほ、朝鮮総督府済生院院長が決  

めることができるようになっていた（同22  

条）。   

朝鮮線督府済生院の学期制度は、3学期で  

あった。1学期は毎年4月1日から7月20日まで、  

2学期は毎年9月噴から12月20日まで、3学期  

は翌年1月20日噴から3月20日頃までで、休み  

は夏、冬ともに約1か月の期間であった。授  

業時間は一般普通学校に準じて1日に6時限  

で、1時限が40分、時限の間の休み時間は10  

分間であった。夏は午前9時、冬は午前9時30  

分に授業を始め、午後4時または4時半に終え  

た。   

朝鮮総督府済生院盲唖部に入学できる年齢  

は、盲生は満12歳以上、唖生は満10歳以上で  

あった（同23条）。しかし、中には唖生の場  

合、8歳児未満も入学したことがあった。ま  

た、盲生の場合は、入学最高年齢が23歳で、  

全体的に盲生の年齢が唖生より高い、いわゆ  

る過年児傾向にあった。   

朝鮮総督府済生院の院長は朝鮮総督府内務  

局長が兼任し、初代院長は朝鮮総督府内務長  

官の宇佐美勝夫であった。1913年（大正2  

年）5月2日、大塚米蔵が朝鮮線督府済生院の  

初代盲唖部長に就任した。そこで、朝鮮線督  

府済生院盲唖部の実質的な業務は主事である  

部長が管轄し、教育は訓導が担当した。同年  

8月25日、最初に点字印刷機が導入され、点  

字教科書が出版されるようになった。1914年  

（大正3年）3月28日、朝鮮総督府済生院盲唖  

部は、盲速成科第1回卒業生（9名）を社会  

に輩出した。   

また、同年10月14日、朝鮮総督府は、「按  

摩術・針術・灸術営業取締規則」（警務総監  

部令〈以下、警令と略す〉第10聴）を公布し（20）、  

朝鮮総督府済生院盲唖部の卒業生には針・  

灸・按摩師の免許が与えられることとなっ  

観を除いた朝鮮における唯一の官立の施設と  

してその事業を開始したのであった。朝鮮線  

督府済生院規則盲唖部第17条は、「本部ハ古  

着及聾唖者こ普通教育ヲ施シ其ノ生活二適当  

ナル技能ヲ授クルヲ以テ目的トス」という内  

容である。このように、朝鮮総督府済生院盲  

唖部は、「古着および聾唖者に普通教育をさ  

せ、その生活に適合な技能を施すことを目的  

…」に設立された一種の福祉施設型障害者教  

育施設であった。朝鮮線督府済生院盲唖部に  

は、1913年（大正2年）3月、初年度第1回目  

の入学出願者は43名で、第1学年入学許可数  

は速成11、古生科31名の計42名が入学した。  

生徒には給費生と自費生の2種があり（同16  

条）、給費生は全て寄宿舎に入ることとし、  

男女を区別して住居させ、食事、被服、学用  

品を支給するほか、入学又は夏季休暇の際は  

旅行費用として、一定の手当を給付すること  

とした。盲生は、給費生15名、自費生1名の  

計16名である。唖生は、給費生8名、自費生3  

名の計11名である。つまり、古生は給費生の  

比率が高く、唖生は盲生に比べると自費生の  

比率がやや高いと言えよう。   

朝鮮総督府済生院盲唖部初期の古生の履修  

科目は、朝鮮総督府済生院規則第19条に規定  

されている修身・国語（日本語）・朝鮮語・  

算術・音楽・針接及び体操などの計7科目で  

あった。また、授業の内容は実技科目が授業  

の50％以上を占め、実習は毎日2時間ずつ行  

なわれた。その中で、按摩実習などはとくに  

厳しかった（18）。ちなみに、唖生の履修科目  

は、盲教科目と同じく、朝鮮総督府済生院規  

則第20条に規定されている修身・国語（日本  

語）・朝鮮語・算術・手芸及び体操などの計  

7科目であった。   

また朝鮮総督府済生院規則第21条にも規定  

されているように、修業年限は古生科3年、  

唖生科は5年であり、修業年限1年の古生の  
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重点が置かれた。  

1935年（昭和10年）、李チャンホ牧師が平  

壌光明盲唖学校を設立した（21）。同年、大韓  

聾唖協会が創設され、1937年（昭和12年）4  

月12日、朝鮮総督府済生院盲唖部盲生科は3  

学級から4学級に増設された。   

同年7月の日中戦争（1937年－1945年）以  

降になると、戦争遂行のため増々人的資源の  

確保の必要に迫られた日本は、朝鮮の障害者  

もその対象とするため、一層の同和政策を進  

めていった。例えば、朝鮮総督府済生院盲唖  

部における教科課程の中の普通科目を「修  

身・国語」などとし、これまであった朝鮮語  

を授業科目から外したことなどがそれであ  

る。その際、1938年（昭和13年）3月4日、  

第3次「朝鮮教育令」（22）（勅令第103号）が  

改正・公布されることによって、普通学校の  

教科目と時間が決まり、朝鮮総督府済生院盲  

唖都側もその内容を普通教科に受け入れた。   

同年3月23日、朝鮮総督府済生院盲唖部第  

23回卒業式があり、古生科9名の卒業生を社  

会に輩出した。また、当時の学級数は6学級  

であった。なお同年、朝鮮総督府済生院盲唖  

部の現代式校舎が完工し、翌年の1939年（昭  

和14年）からは従来の一学年1クラスであっ  

た古学生の募集を一学年2クラスとし、176  

名の生徒が教育を受けたという記録がある。  

さらに、それまでは朝鮮線督府済生院盲唖部  

自体で教科書を点字化して使ってきたが、  

1940年代初期に入っては大部分の教材物を日  

本から持ち込んで使用した（23）。こうして、  

朝鮮総督府済生院盲唖部は1913年（大正2年）  

4月1日から1945年（昭和20年）8月15日まで  

の32年4か月間続いた。その間、朝鮮総督府  

済生院盲唖部は、速成科2回で卒業生15名と、  

古生科30匝】で卒業生227名の、計242名の卒業  

生を社会に出した。  

た。   

√もともと警令第10鍍とは、日本の警視庁管  

輪の鍼、灸、按摩師のために全20か条で構成  

された詳細な法規であるが、これを朝鮮線督  

府警務部が模倣したものであった。また、当  

時朝鮮総督府済生院盲唖部卒業生に針・灸・  

按摩師の免許を交付するといった実務は、各  

警察署衛生係が担当し、同年11月21日から、  

朝鮮線督府済生院盲唖部古生科卒業生に按  

摩、鍼、灸術については無試験でその免許が  

授与されるようになった。これは、朝鮮にお  

いてはじめて設けられた制度であった。  

1918年（大正7年）9月2日、朝鮮総督府済  

生院盲唖部古生科職業教科目の時間数が増加  

された。1921年（大正10年）3月24日、朝鮮  

総督府済生院盲唖部古生科第6回卒業式（卒  

業生7名）の後、朝鮮盲唖協会が発足され、  

様々な名称で1945年（昭和20年）8月15日の  

終戦直前まで存続した。   

また、朝鮮絶督府済生院盲Ⅰ亜部初期から職  

業教育として行われてきた針接教育は、その  

後も継続して行なわれたが、1929年（昭和4  

年）に普通学校の規則が改正されることに従  

い、針接教育の内容自体も変化した。これに  

より、朝鮮総督府済生院盲唖部の普通教育科  

目は時代の変遷と共に、少しずつ変わってい  

った。  

1931年（昭和6年）3月23日、朝鮮線督府済  

生院盲唖部盲生科第16回卒業式があり、11名  

の卒業生が社会に出た。同年4月19日、朝鮮  

総督府済生院盲唖部は校舎を現ソウル聾唖学  

校の場所である京城府鐘路区新橋洞1番地に  

移転した。また1932年（昭和7年）4月から  

は朝鮮総督府済生院庶務規定を改編し、朝鮮  

線督府済生院盲唖部古生科には唱歌科を設置  

して琴・三味線などを教え、朝鮮絶督府済生  

院盲唖部唖生科には板金科を設置して金属細  

工ヤプリキ職を教えるなど、主に職業指導に  

】147】   



TheJournalofKyushuUniversity ofNursingandSoeialWelfareVol．5No，1Mar．2003  

（3）教育方法の変遷   

ここで、日帝の植民地統治下、韓国人によ  

る障害者教育の業績（実態）も、特記すべき  

であろう。1920年代から、朝鮮総督府済生院  

盲唖部の教員と学生が中心になって、ハング  

ル点字創案活動が始まった。具体的には、  

1921年（大正10年）6月27日、当時朝鮮総督  

府済生院訓導であった朴斗星（1888年－1963  

年）（24）の指導の下、盲人8名がハングル点字  

の創案作業を始めた。そこで、ハングル点字  

創案作業班の名称をはじめは「朝鮮語点字研  

究会」（朴斗星〈委員長〉、ユドユン、イチョ  

ンド、ノハグウ、ジョンドゥハン、イジョン  

ハン、フアンイチェ、キムヨンギュの計8名）  

としたが、朝鮮総督府の監視の目を避けるた  

め、点字の6点と眼の形を象徴する「ユクア  

サ」という名称で、ハングル点字研究を続け  

た。彼らは、研究方法として、1829年（文政  

12年）、フランスの盲人ルイス プライユによ  

って開発された6点式点字を持って、ハング  

ル点字創案作業を始めた。その努力の結果、  

1926年（昭和元年）8月、ハングル点字開発  

作業を完成し、使用検定を経て、同年11月4  

日、京城府元暁路1街にあるイジョンハ（朝  

鮮総督府済生院盲唖部首生科第9回卒業生）  

の按摩院で、ハングル点字発表式を行ない（25）、  

これが「訓盲正音」といわれるものである。   

これは、ルイス プライユが最初に6点の点  

字を考案した以来約100年彼のことで、のち  

に国際点字学会からもハングルの優秀性と共  

に、すばらしい点字と公認された。ハングル  

点字は、朝鮮線督府済生院の韓国人の間では  

公式交流文字に活用された。このハングル点  

字は、1935年（昭和10年）に朴斗星が朝鮮維  

督府済生院盲唖部を退職した後にも、通信教  

育などを通して韓国国内の盲人に普及され  

た。また、同年5月21日に実施された府、面、  

協議員選挙の時には、視覚障害者のための点  

字投票制度が行なわれる（26）など、ハングル  

点字は韓国盲人の文字として徐々に定着して  

いった。  

（4）ソウル盲学校  

1945年（昭和20年）8月15日、日本からの  

解放の後、教師のヂ伯元・田泰換・李鐘徳・  

全重来・劉起学らは朝鮮線督府済生院盲唖部  

を日本側から引き受け、新しく韓国人による、  

韓国人のための韓国人の盲教育を行なった。  

その際、朝鮮総督府済生院盲唖部は6年制国  

民学校に改編され、同年10月1日には学校名  

も新しく国立盲唖学校になった。国立盲唖学  

校は、日本側の盲人の教育対策などの残存で、  

米軍政庁が朝鮮槻督府済生院を引受けた解放  

後も、相変わらず同じく保健社会行政機関に  

引継・運営され、最終的には米軍政庁保健厚  

生局（日本の厚生労働省に当たる）の管轄下  

となった。1947年（昭和22年）9月1日、国立  

盲唖学校に中等部（5年制）が新設された。  

1948年（昭和23年）2月、国立盲唖学校の管  

轄は、遅れ馳せながら保健社会部（日本の旧  

厚生省に当たる）から文教部（日本の文部科  

学省に当たる）に移管された。1950年（昭和  

25年）1月7日、国立盲唖学校中学部第1匝Ⅰ卒  

業式があり、鍼按科11名、普通科6名の計17  

名の卒業生が社会に出た。また、同年6月1日、  

盲部師範科（3年制）の新設があった。  

1952年（昭和27年）6月、国立盲唖学校は  

ソウル盲唖学校へ校名を改称した。1954年  

（昭和29年）4月1日、同校盲部師範科（3年制）  

及び普通師範科（1年制）新設の認可があっ  

た。同年9月27日、同校師範科第1回卒業式が  

あり、7名の卒業生を社会に輩出した。  

1957年（昭和32年）6月18日、古・聾唖教  

育分離準備委員会が発足された。その後、  

1959年（昭和34年）1月14日、古・聾唖教育  

分離に関する大統領令が公布された。また、  
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に分かれているにもかかわらず、当時の朝鮮  

においては朝鮮緒督府済生院盲唖部は普通科  

と職業技術の2つに分離されておらず、それ  

も1つの課程のみで学制が構成された。朝鮮  

総督府済生院盲唖部は貧窮な盲唖者のための  

社会事業であったが、普通教育に立脚した教  

育を実施した。   

すなわち、1913年（大正2年）4月1日、朝  

鮮線督府線令第41号によって制定された「朝  

鮮総督府済生院規則」第17条の「本部ハ盲者  

及聾唖者二普通教育ヲ施シ其ノ生活こ適当ナ  

ル技能ヲ授クルヲ以テ目的トス」という条項  

がこれを証明している。このように、朝鮮線  

督府済生院は、「盲者および聾唖者に普通教  

育をさせ、その生活に適合な技能を施すこと  

を目的…」（28）に設立された一種の福祉施設  

型障害者教育機関であった。しかも、朝鮮総  

督府済生院盲唖部は学制においては普通教育  

を実施したと言うが、実際には普通学校課程  

と実業職業学校課程を混合した中間的な形態  

である。   

その上、日本の統治期間中、一般の人々を  

対象にした普通教育、実業教育、専門教育以  

外に、障害者のための教育制度に関する条項  

は、1938年（昭和13年）3月4日の「朝鮮教育  

令」第3次改正に初めて登場する。同教育令  

第16粂には、「本令二親程スルモノヲ除クノ  

外私立学校、特殊ノ教育ヲ為ス学校其ノ他ノ  

教育施設二関シテハ朝鮮総督ノ定ムル所二依  

ル」と規定された。つまり、障害者教育のた  

めの学校は、朝鮮総督が定めると定義された。  

この条項によって同年3月25日、小学校規程  

を改正し、第11条に盲唖学校は小学校に附設  

できることとなった。にもかかわらず、実際  

はこれに関する具体的な手続きはとくに定義  

されておらず、朝鮮総督府済生院盲唖部のみ  

ある実情であった。  

（3）さらに、朝鮮における盲唖者教育の  

同年4月1日、大統領令に従った文教部の指示  

により、ソウル盲唖学校をソウル盲学校とソ  

ウル聾唖学校に完全に分離し、ソウル盲学校  

は新しく校舎を新築し、ソウル市鐘路区新橋  

洞2番地に移転した。1964年（昭和39年）3月  

1日、同校盲師範科及び普通師範科は廃止さ  

れ、盲高等部が新設された。1967年（昭和42  

年）4月15日、特殊学校教育課程令（文教部  

令第181号）が公布され、1968年（昭和43年）、  

ソウル月渓初等学校が設置した弱視学級は、  

韓国人の手による最初の特殊学級になった。  

1972年（昭和47年）6月19日、学則一部変更  

の認可があり、6校が初等部に弱視学級を設  

置した。ちなみに、韓国の盲学校は1947年  

（昭和22年）から1971年（昭和46年）まで増  

設され、その数は1993年（平成5年）現在13  

校である。そのうち1校は国立、3校は公立、  

残りの9校は私立である（27）。  

4 若干の考察   

以上、視覚障害者教育政策の日韓比較を行  

なった。ここで、本稿の内容をみる限り、  

様々な要因のゆえ、事実上日韓両国の視覚障  

害者教育政策の格差が存在する。その格差と  

しては、次の4つの点が挙げられる。  

（1）日本国内にある盲唖学校は、学務系  

統に属して教育機関としての位置を占めてい  

たにもかかわらず、日本の植民地下にあった  

当時の朝鮮においては、たとえば朝鮮総督府  

済生院盲唖部は一般学校系統より分離され、  

別個の取り扱いになった。つまり、朝鮮総督  

府学務局に社会教育課が新設された後も朝鮮  

総督府済生院は依然として朝鮮総督府内務局  

の社会課に所管されている。したがって、朝  

鮮総督府済生院盲唖部も、また社会事業とし  

ての取り扱いを受けていた。  

（2）上述したように、すでに日本では盲  

唖学校が普通科と職業技術を学ぶための課程  
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遅れは、朝鮮総督府済生院盲唖部の未分離教  

育という点にも見られる。すなわち、当時日  

本では1907年（明治40年）3月21日の小学校  

令の改正により、障害児の教育が大きな問題  

として挙げられるようになり、師範学校附属  

小学校に特別学級を設置した。また、1923年  

（大正12年）8月28日、「盲学校及び聾唖学校  

令」を制定し、盲学校と聾唖学校を分離し、  

普通教育を基盤として生活に必要な特殊な知  

識や機能を教え、道府県に盲学校と聾唖学校  

の設置を義務化した。その後、たとえば、日  

本の秋田県立盲唖学校では、すでに1933年  

（昭和8年）当時、同校盲部同窓会が「盲唖分  

離運動促進期成会」を結成して、「盲唖」教  

育の分離運動を開始していた。しかし、朝鮮  

総督府済生院盲唖部では、かかる分離問題を  

一切検討しておらず、1945年（昭和20年）8  

月15日、韓国朝鮮が日本の支配から解放され  

るまで、朝鮮では朝鮮総督府摂生院盲唖部に  

おける「盲唖分離教育」は全く行なわれなか  

った。  

（4）朝鮮総督府済生院盲唖部が始まった  

1913年（大正2年）の場合、日本国内の盲唖  

学校は既に63か所に達した。しかし、韓国で  

は朝鮮総督府済生院盲唖部のみ日本が実施し  

た盲唖者のための唯一の機関であった。  

な特殊な知識や機能を教えるよう、道府県に  

盲学校と聾唖学校の設置を義務化した。   

それ以後、従来の盲唖学校は私立から府県  

立へ移管することとなり、肯・聾唖を分離す  

る学校も急速に増加した。また、同「盲学校  

及び聾唖学校令」によって国立・公立盲学校  

の学校が正規の学校教育制度に準用されたこ  

とに伴い、その後の鍼按科教育は、従前の慈  

善事業的教育から次第に公的教育主体へと移  

行していった。   

反面、韓国では、1913年（大正2年）4月1  

日、朝鮮総督府済生院は、京城府天然洞98番  

地に盲唖者の枚護と教育を目的に朝鮮線督府  

済生院盲唖部を設置し、朝鮮総督府済生院盲  

唖部にて鍼抜放育が実施された。このように、  

朝鮮線督府済生院で盲人に普通教育を実施  

し、針・按摩を主に職業教育をするようにな  

ったきっかけは、17世紀はじめから日本で  

針・灸・按摩業が盲人の職業として発展し、  

1880年（明治13年）9月以後から、京都府立  

盲唖院にて按摩・針・灸教育が実施されたこ  

とに起因した。   

また、当時の朝鮮総督府済生院の院長は、  

解放直前まで朝鮮総督府内務局長が兼任した  

ことなど、一見韓国・朝鮮の障害者教育に植  

民当局日本の関心が大きいようにも見える。  

しかし、実際は、朝鮮線督府は済生院を盲唖  

者の自立・自活のための趣旨で運営したこと  

ではなく、最小限度の面目を立てるために道  

営していたと思われる。   

というのは、考察でもすでに論じたように、  

当時韓国の朝鮮総督府済生院盲唖部の状況と  

日本国内の盲唖学校の問には、相違点が多く  

存在するからである。たとえば、韓国の朝鮮  

維督府済生院盲唖部の生徒に対して専ら実用  

面に重点を置き、古生に対しては針、灸・按  

摩及びマッサージの実科を、聾唖生科に対し  

ては洋服裁縫の実科を課した。かつ、鍼按科  

5 おわりに   

最後に、本稿の目的に別して、「戦前障害  

者政策の生成一視覚障害者教育政策の日韓比  

較－」を整理しよう。日本では、1878年（明  

治11年）5月24日、京都府に盲唖院が設立さ  

れた。また、1880年（明治13年）1月5日、  

ホールズらは東京府に「楽善禽訓盲院」を正  

式に設立・開校した。さらに文部省は、1923  

年（大正12年）8月28日、「古学杖及び聾唖学  

校令」を制定して、盲学校と聾唖学校を正式  

に分離し、普通教育を基盤として生活に必要  
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目と手芸科目は、朝鮮総督府済生院盲唖部の  

全体授業時間の半分以上に達していた。これ  

は、基本教科目（基本教育）を忠実に教え、  

社会道徳を身につけた正常的な社会人を育成  

する人間教育よりも、あくまでも技術教育に  

偏る植民地教育（29）で、いわゆる日本の植民  

地教育政策が朝鮮総督府済生院盲唖部でもそ  

のまま表出されたとも言えよう。   

そこで、解放前の韓国朝鮮の盲教育、つま  

り朝鮮総督府が鍼按教育に密着した故にあら  

われた現象として、（1）人間性教育をお粗  

末にしがちな点、（2）それ以上に盲人職種  

が開発されない点、などが挙げられる。この  

ような点は、日本の植民地下朝鮮における障  

害者教育政策がもたらした否定的な面と言え  

る。   

その反面、上述したような技術教育に偏っ  

た実業教育制度は、盲唖者に自立能力滴養と  

経済生活に自信をもたせるのに大きな役割を  

果たしたと思われる。というのは、朝鮮線督  

府済生院盲唖部卒業生の社会的進出について  

調べてみると、たとえば、盲人には鍼按業を、  

聾唖人には洋裁、裁縫関連職業をそれぞれ開  

拓したからである。このように、盲唖人に対  

し、現代式教育制度及び教授方法を導入した  

という点は、日本の植民地下朝鮮における障  

害者教育政策の肯定的な側面とも言える（30）。   

以上、本稿の考察から、現下韓国の盲唖者  

教育制度は、日帝時代における盲唖学校の教  

育制度にその基礎をおいている点などが検証  

できた。しかし、障害者のための職業・福祉  

政策の生成などを始め、検証不充分な点が残  

ることは、本研究の限界である。それゆえ、  

本稿の考察だけにとどまらず、本研究内容を  

踏まえた上で、さらに障害者雇用・福祉の日  

韓研究をいかにして政策科学的なツールや指  

標に具体化することができるかということが  

問われてくる。この間題については、筆者の  

今後の研究課題としたい。  
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Abstraet   

Theformationofthisstudyistoreviewandreorganizethehistoricalchangesofthepoliciesofthe  
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